
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市から 

障害福祉サービス・障害児通所支援 

ご利用中の方へのお願い 

 
相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、面接により心身状況・環境・ 

 
希望等を把握すること（モニタリング）が必須となっております。 

 
相談支援専門員の自宅訪問にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 
何かありましたら、相談支援専門員、障害福祉課までご連絡ください。 

長崎市障害福祉課 支援係 

TEL：095-829-1141 


